
一
頁

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
一
条

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
三
章

介
護
休
業
（
第
十
一
条
―
第
十
六
条
）

目
次
中
「
第
三
章

介
護
休
業
（
第
十
一
条
―
第
十
六
条
）
」
を

第
三
章
の
二

子
の
看
護
休
暇
（
第
十
六
条
の
二
―

に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
四
）
」

第
一
条
中
「
制
度
」
の
下
に
「
並
び
に
子
の
看
護
休
暇
に
関
す
る
制
度
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
及
び
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
」
を
削
り
、
「
、
第
三
章
」
を
「
か
ら
第
五
章
ま
で
」
に
、
「

及
び
第
二
十
二
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
」
に
改
め
、
「
一
歳
に
満
た
な
い
」
を

削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
そ
の
」
の
下
に
「
養
育
す
る
一
歳
に
満
た
な
い
子
に
つ
い
て
、
そ
の
」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を



二
頁

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
当
該
申

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
事
業
主
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
者

二

そ
の
養
育
す
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
一
歳
到
達
日
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
引
き
続

き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
（
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
労
働

契
約
の
期
間
が
満
了
し
、
か
つ
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
者
を
除
く
。
）

第
五
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
一
項
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
出
に
係
る
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
を
育
児

休
業
開
始
予
定
日
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
労
働
者
は
、
当
該
育
児
休
業
を
開
始
し
た
日
に
養
育
し

て
い
た
子
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
前
項
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で



三
頁

き
な
い
。

３

労
働
者
は
、
そ
の
養
育
す
る
一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
場
合
に
限
り
、
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
期
間
を
定

め
て
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
そ
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
も
の
に
あ
っ
て

は
、
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
当
該
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
申
出
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
者
又
は
そ
の
配
偶
者
が
、
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
に
お
い
て
育
児
休
業

を
し
て
い
る
場
合

二

当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
休
業
す
る
こ
と
が
雇
用
の
継
続
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場

合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

第
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
た
だ
し
書
、
第
二
項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
前
項
後
段
の
規
定
は
、
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ

て
、
そ
の
締
結
す
る
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
を
育
児
休
業
終
了
予
定
日
（
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
育
児
休

業
終
了
予
定
日
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
育
児
休
業
終
了
予
定
日
と
さ
れ
た
日
）
と
す
る
育
児



四
頁

休
業
を
し
て
い
る
も
の
が
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新
に
伴
い
、
当
該
更
新
後
の
労

働
契
約
の
期
間
の
初
日
を
育
児
休
業
開
始
予
定
日
と
す
る
育
児
休
業
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
六
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
本
文
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
一
月
を
」
を
「

一
月
（
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
あ
っ
て
は
二
週
間
）
を
」
に
、
「
一
月
経
過
日
」
を
「
一
月
等
経
過
日
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
た
だ
し
書
及
び
前
項
の
規
定
は
、
労
働
者
が
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
こ

れ
を
適
用
し
な
い
。

第
七
条
第
一
項
中
「
育
児
休
業
申
出
を
」
を
「
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
」
に
、
「
当
該
育
児
休
業
申
出
」

を
「
当
該
申
出
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
五
条
第
一
項
本
文
」
を
「
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
一
歳
」
の
下
に
「
（
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
一
歳
六
か
月
）
」
を
加
え
る
。

第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
頁

た
だ
し
、
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
り
、
当
該
申

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
事
業
主
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
一
年
以
上
で
あ
る
者

二

第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
休
業
開
始
予
定
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
三
日
を
経
過
す
る
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「

九
十
三
日
経
過
日
」
と
い
う
。
）
を
超
え
て
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
者
（
九
十
三
日
経
過
日
か
ら

一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
そ
の
労
働
契
約
の
期
間
が
満
了
し
、
か
つ
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新
が
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
者
を
除
く
。
）

第
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
本
文
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一

項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
介
護
休
業
を
し
た
こ
と
が
あ
る
労
働
者
は
、
当
該
介
護
休
業
に
係
る
対
象
家
族
が
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
対
象
家
族
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

一

当
該
対
象
家
族
が
、
当
該
介
護
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
引
き
続
き
要
介
護
状
態
に
あ
る
場
合
（
厚
生
労
働
省
令
で



六
頁

定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）

二

当
該
対
象
家
族
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
日
数
を
合
算
し
た
日
数
（
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お

い
て
「
介
護
休
業
等
日
数
」
と
い
う
。
）
が
九
十
三
日
に
達
し
て
い
る
場
合

イ

介
護
休
業
を
し
た
日
数
（
介
護
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
介
護
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
と
し
、
二
以
上

の
介
護
休
業
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
介
護
休
業
ご
と
に
、
介
護
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
介
護
休
業
を
終
了
し

た
日
ま
で
の
日
数
を
合
算
し
て
得
た
日
数
と
す
る
。
）

ロ

第
二
十
三
条
第
二
項
の
措
置
の
う
ち
勤
務
時
間
の
短
縮
そ
の
他
の
措
置
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

が
講
じ
ら
れ
た
日
数
（
当
該
措
置
の
う
ち
最
初
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
最
後
に
講
じ
ら
れ
た
措

置
が
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
（
そ
の
間
に
介
護
休
業
を
し
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
介
護
休
業
を
開
始
し
た

日
か
ら
当
該
介
護
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
）
と
し
、
二
以
上
の
要
介
護
状
態
に
つ
い

て
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
要
介
護
状
態
ご
と
に
、
当
該
措
置
の
う
ち
最
初
に
講
じ
ら
れ
た
措

置
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
最
後
に
講
じ
ら
れ
た
措
置
が
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
（
そ
の
間
に
介
護
休
業
を
し
た
期

間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
介
護
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
当
該
介
護
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
を
差
し
引
い



七
頁

た
日
数
）
を
合
算
し
て
得
た
日
数
と
す
る
。
）

第
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
（
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の

締
結
す
る
労
働
契
約
の
期
間
の
末
日
を
介
護
休
業
終
了
予
定
日
（
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
介
護
休
業
終
了
予
定
日
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
変
更
後
の
介
護
休
業
終
了
予
定
日
と
さ
れ

た
日
）
と
す
る
介
護
休
業
を
し
て
い
る
も
の
が
、
当
該
介
護
休
業
に
係
る
対
象
家
族
に
つ
い
て
、
当
該
労
働
契
約
の
更
新

に
伴
い
、
当
該
更
新
後
の
労
働
契
約
の
期
間
の
初
日
を
介
護
休
業
開
始
予
定
日
と
す
る
介
護
休
業
申
出
を
す
る
場
合
に
は

、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
本
文
」
を
「
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
に
、
「
第
十
一
条
第
一
項
本
文
」
を
「
第

十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
二
項
の
規
定
は
、
労
働
者
が
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
休
業
申
出
を
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
し
、
当
該
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
各
号
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
と
す
る
。
）
の
翌
日
」
を
削
り



八
頁

、
「
三
月
を
」
を
「
九
十
三
日
か
ら
当
該
労
働
者
の
当
該
介
護
休
業
申
出
に
係
る
対
象
家
族
に
つ
い
て
の
介
護
休
業
等
日
数

を
差
し
引
い
た
日
数
を
」
に
改
め
、
「
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
三
月
経
過
日
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し

書
及
び
各
号
を
削
る
。

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
の
二

子
の
看
護
休
暇

（
子
の
看
護
休
暇
の
申
出
）

第
十
六
条
の
二

小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
は
、
そ
の
事
業
主
に
申
し
出
る
こ
と
に
よ

り
、
一
の
年
度
に
お
い
て
五
労
働
日
を
限
度
と
し
て
、
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
た
め
の

休
暇
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
子
の
看
護
休
暇
」
と
い
う
。
）
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
子
の
看
護
休
暇
を
取
得
す
る
日
を
明
ら
か

に
し
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
年
度
は
、
事
業
主
が
別
段
の
定
め
を
す
る
場
合
を
除
き
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終

わ
る
も
の
と
す
る
。



九
頁

（
子
の
看
護
休
暇
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
事
業
主
の
義
務
等
）

第
十
六
条
の
三

事
業
主
は
、
労
働
者
か
ら
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
申
出
を
拒
む
こ

と
が
で
き
な
い
。

２

第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
第
二
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
労
働
者
か
ら
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
年
」
と
あ
る
の
は

「
六
月
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
た
だ
し
書
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
条

第
一
項
た
だ
し
書
」
と
、
「
前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
の
二
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
準
用
）

第
十
六
条
の
四

第
十
条
の
規
定
は
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
及
び
子
の
看
護
休
暇
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
（
日
々
雇
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
、
次
章
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
る
。



一
〇
頁

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
一
歳
に
」
を
「
一
歳
（
当
該
労
働
者
が
第
五
条
第
三
項
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一
歳
六
か
月
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
三
月
の
」
を
「
九
十
三
日

の
」
に
、
「
当
該
労
働
者
が
、
」
を
「
当
該
労
働
者
の
雇
入
れ
の
日
か
ら
当
該
連
続
す
る
期
間
の
初
日
の
前
日
ま
で
の
期
間

に
お
け
る
介
護
休
業
等
日
数
が
一
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
九
十
三
日
か
ら
当
該
介
護
休
業
等
日
数
を
差
し
引
い
た

日
数
の
期
間
と
し
、
当
該
労
働
者
が
」
に
、
「
対
象
家
族
に
つ
い
て
」
を
「
対
象
家
族
の
当
該
要
介
護
状
態
に
つ
い
て
」
に

改
め
、
「
あ
っ
て
は
」
の
下
に
「
、
当
該
連
続
す
る
期
間
は
」
を
加
え
、
「
、
同
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す

る
日
ま
で
の
」
を
「
起
算
し
た
連
続
す
る
」
に
改
め
、
「
し
な
い
期
間
」
の
下
に
「
と
す
る
。
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条

削
除

第
五
十
七
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
第
十
二
条
第
二
項
」
の
下

に
「
及
び
第
十
六
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
」
に

、
「
第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
第
二
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
二
項
、
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
」
に
改
め
、
「
第
十
二
条
第
二
項



一
一
頁

」
の
下
に
「
及
び
第
十
六
条
の
三
第
二
項
」
を
加
え
、
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
二
号
ロ
並
び

に
第
三
項
」
に
、
「
第
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
四
項
、
第

十
六
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
一
項
中
「
養
育
す
る
労
働
者
」
と
あ
る
の
は
「
養
育
す
る
労
働
者
（
日
々
雇

用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
、
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
、
第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
、
第
二
十
五
条
中
「
労
働
基
準
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
」
と
あ
る
の
は
「
船
員
法
第
七

十
四
条
か
ら
第
七
十
八
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
有
給
休
暇
」
と
」
を
削
る
。

第
六
十
一
条
中
第
二
十
四
項
を
第
三
十
項
と
し
、
第
九
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
を
六
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
八
項
の
次

に
次
の
六
項
を
加
え
る
。

９

給
特
法
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
で
あ
っ
て
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
も
の
は
、
農

林
水
産
大
臣
等
の
承
認
を
受
け
て
、
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
た
め
、
休
暇
を
取
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
数
は
、
一
の
年
に
お
い
て
五
日
と
す
る
。

10

農
林
水
産
大
臣
等
は
、
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
国
家
公
務
員
か
ら
そ
の
承
認
の
請
求

11



一
二
頁

が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
三
項
の
規
定
は
、
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
項
中
「
給
特
法
の

12
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
と
、
「
農
林
水
産
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「

当
該
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
の
勤
務
す
る
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
の

長
」
と
、
前
項
中
「
農
林
水
産
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立

行
政
法
人
の
長
」
と
、
「
国
家
公
務
員
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
日
本
郵
政
公
社
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
項

13
中
「
給
特
法
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
郵
政
公
社
職
員
」
と
、
「
農
林
水
産
大
臣
等
」
と
あ

る
の
は
「
日
本
郵
政
公
社
の
総
裁
」
と
、
第
十
一
項
中
「
農
林
水
産
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
郵
政
公
社
の
総
裁
」

と
、
「
国
家
公
務
員
」
と
あ
る
の
は
「
日
本
郵
政
公
社
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

14
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
項
中
「
給
特
法
の
適
用
を
受
け
る
国
家
公
務
員
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
法
第
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
、
「
農
林
水
産
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
又
は
そ



一
三
頁

の
委
任
を
受
け
た
者
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
三

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
費
負
担
教
職
員
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
、
第
十
一

項
中
「
農
林
水
産
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
務
員
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受

け
た
者
」
と
、
「
国
家
公
務
員
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

（
雇
用
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
一
歳
」
の
下
に
「
（
そ
の
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
休
業
す
る
こ
と
が

雇
用
の
継
続
の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
一
歳
六
か
月
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「

に
三
十
」
を
「
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
単
位
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
（
次
項
及
び
次
条
第
二

項
に
お
い
て
「
支
給
日
数
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
支
給
単
位
期
間
以
外
の
支
給
単
位
期
間

三
十
日

二

当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
の
属
す
る
支
給
単
位
期
間

当
該
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
又



一
四
頁

は
休
業
開
始
応
当
日
か
ら
当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数

第
六
十
一
条
の
四
第
五
項
中
「
三
十
」
を
「
支
給
日
数
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
の
五
第
二
項
中
「
の
数
」
を
「
に
お
け
る
支
給
日
数
を
合
計
し
た
数
」
に
改
め
、
「
に
三
十
を
乗
じ
て
得
た

額
」
を
削
る
。

第
六
十
一
条
の
七
第
二
項
中
「
み
な
し
被
保
険
者
期
間
」
を
「
「
み
な
し
被
保
険
者
期
間
」
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
支
給
単
位
期
間
」
を
「
「
支
給
単
位
期
間
」
」
に
改
め
、
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
次
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第

四
項
中
「
三
十
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
単
位
期
間
の
区
分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
日
数
（
次
項
に
お
い
て

「
支
給
日
数
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

次
号
に
掲
げ
る
支
給
単
位
期
間
以
外
の
支
給
単
位
期
間

三
十
日

二

当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
の
属
す
る
支
給
単
位
期
間

当
該
支
給
単
位
期
間
に
お
け
る
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
又

は
休
業
開
始
応
当
日
か
ら
当
該
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数

第
六
十
一
条
の
七
第
五
項
中
「
三
十
」
を
「
支
給
日
数
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
当

該
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
三
日
を
経
過
す
る
日
後
」
を
加
え
、
「
当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
算
し



一
五
頁

て
三
月
を
経
過
す
る
日
後
に
当
該
対
象
家
族
を
介
護
す
る
た
め
の
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

当
該
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
引
き
続
き
要
介
護
状
態
に
あ
る
当
該
対
象
家
族
を
介
護
す
る
た
め
の
休
業

二

当
該
対
象
家
族
に
つ
い
て
当
該
被
保
険
者
が
し
た
休
業
（
対
象
家
族
を
介
護
す
る
た
め
の
休
業
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
休
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
休
業
を
終
了
し
た
日
ま
で
の
日
数
を
合
算
し
て
得
た
日
数

が
九
十
三
日
に
達
し
た
日
後
の
休
業

（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
一
歳
」
の
下
に
「
（
其
ノ
子
ガ
一
歳
ニ
達
シ
タ
ル
日
後
ノ
期
間
ニ
付
休
業
ス
ル
コ
ト
ガ
雇
用
ノ

継
続
ノ
為
ニ
特
ニ
必
要
ト
認
メ
ラ
ル
ル
場
合
ト
シ
テ
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
場
合
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ニ
在
リ
テ
ハ
一

歳
六
箇
月
）
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
本
項
」
の
下
に
「
及
次
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
ニ
三
十
」
を

「
ニ
左
ノ
各
号
ニ
掲
グ
ル
支
給
単
位
期
間
ノ
区
分
ニ
応
ジ
当
該
各
号
ニ
定
ム
ル
日
数
（
第
六
項
及
次
条
第
二
項
ニ
於
テ
支
給

日
数
ト
称
ス
）
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。



一
六
頁

一

次
号
ニ
掲
グ
ル
支
給
単
位
期
間
以
外
ノ
支
給
単
位
期
間

三
十
日

二

当
該
休
業
ヲ
終
了
シ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
支
給
単
位
期
間

当
該
支
給
単
位
期
間
ニ
於
ケ
ル
当
該
休
業
ヲ
開
始
シ
タ
ル

日
又
ハ
休
業
開
始
応
当
日
ヨ
リ
当
該
休
業
ヲ
終
了
シ
タ
ル
日
迄
ノ
日
数

第
三
十
六
条
第
六
項
中
「
三
十
」
を
「
支
給
日
数
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
ノ
数
」
を
「
ニ
於
ケ
ル
支
給
日
数
ヲ
合
計
シ
タ
ル
数
」
に
改
め
、
「
ニ
三
十
ヲ
乗
ジ
テ
得
タ
ル

額
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
本
項
」
の
下
に
「
及
次
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
ニ
三
十
」
を
「
ニ
左
ノ
各
号

ニ
掲
グ
ル
支
給
単
位
期
間
ノ
区
分
ニ
応
ジ
当
該
各
号
ニ
定
ム
ル
日
数
（
第
六
項
ニ
於
テ
支
給
日
数
ト
称
ス
）
」
に
改
め
、
同

項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

次
号
ニ
掲
グ
ル
支
給
単
位
期
間
以
外
ノ
支
給
単
位
期
間

三
十
日

二

当
該
休
業
ヲ
終
了
シ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
支
給
単
位
期
間

当
該
支
給
単
位
期
間
ニ
於
ケ
ル
当
該
休
業
ヲ
開
始
シ
タ
ル

日
又
ハ
休
業
開
始
応
当
日
ヨ
リ
当
該
休
業
ヲ
終
了
シ
タ
ル
日
迄
ノ
日
数

第
三
十
八
条
第
六
項
中
「
三
十
」
を
「
支
給
日
数
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
場
合
」
の
下
に
「
ニ
シ
テ
当
該
休
業
ヲ



一
七
頁

開
始
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
起
算
シ
テ
九
十
三
日
ヲ
経
過
ス
ル
日
後
」
を
加
え
、
「
当
該
休
業
ヲ
開
始
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
起
算
シ
テ
三

月
ヲ
経
過
ス
ル
日
後
ニ
当
該
対
象
家
族
ヲ
介
護
ス
ル
為
ノ
」
を
「
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各

号
を
加
え
る
。

一

当
該
休
業
ヲ
開
始
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
引
続
キ
要
介
護
状
態
ニ
在
ル
当
該
対
象
家
族
ヲ
介
護
ス
ル
為
ノ
休
業

二

当
該
対
象
家
族
ニ
付
当
該
被
保
険
者
ガ
為
シ
タ
ル
休
業
（
対
象
家
族
ヲ
介
護
ス
ル
為
ノ
休
業
ヲ
謂
フ
以
下
本
号
ニ
於

テ
之
ニ
同
ジ
）
毎
ニ
休
業
ヲ
開
始
シ
タ
ル
日
ヨ
リ
休
業
ヲ
終
了
シ
タ
ル
日
迄
ノ
日
数
ヲ
合
算
シ
テ
得
タ
ル
日
数
ガ
九
十

三
日
ニ
達
シ
タ
ル
日
後
ノ
休
業

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
育
児
休
業
の
申
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
お
い
て
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
育
児
休

業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を



一
八
頁

す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
同
項
及
び
同
条
第
四
項
の

規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雇
用
保
険
の
育
児
休
業
基
本
給
付
金
及
び
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
休
業
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に

開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
育
児
休
業
基
本
給
付
金
及
び
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
雇
用
保
険
の
介
護
休
業
給
付
金
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

雇
用
保
険
法
第
六
十
一
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
休
業
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
介
護
休

業
給
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
船
員
保
険
の
育
児
休
業
基
本
給
付
金
及
び
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
船
員
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
業
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
開
始

さ
れ
た
も
の
に
係
る
育
児
休
業
基
本
給
付
金
及
び
育
児
休
業
者
職
場
復
帰
給
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。



一
九
頁

（
船
員
保
険
の
介
護
休
業
給
付
金
の
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

船
員
保
険
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
業
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
開
始
さ
れ
た
も
の
に
係
る
介
護
休
業
給

付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
五
十
九
条
中
「
一
歳
」
を
「
一
歳
六
か
月
」
に
改
め
る
。



二
〇
頁

理

由
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
等
を
踏
ま
え
、
総
合
的
な
次
世
代
育
成
支
援
対
策
を
推
進
す
る
等
の
観
点
か
ら
、

労
働
者
が
就
業
し
つ
つ
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
の
環
境
を
整
備
し
、
そ
の
雇
用
の
継
続

を
図
る
た
め
、
育
児
休
業
制
度
及
び
介
護
休
業
制
度
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
子
の
看
護
休
暇
に
関
す
る
制
度
を
設
け
る

ほ
か
、
雇
用
保
険
制
度
等
に
お
い
て
育
児
休
業
給
付
等
の
見
直
し
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出

す
る
理
由
で
あ
る
。


